
公
の
施
設
に
関
す
る
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
公
の
施
設
に
つ

い
て
、
現
行
の
管
理
委
託
制
度
が
三
年
間
の
経
過
措
置

を
経
て
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
指
定
管
理
者
制
度
が
導
入

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、関
係
す
る
十
六
件
の
条
例
中
の
、

現
行
の
管
理
委
託
の
根
拠
と
な
る
規
定
の
整
備
、
そ
の

他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
。

公
文
書
公
開
条
例
の
全
部
改
正

国
の
情
報
公
開
制
度
に
合
わ
せ
て
本
市
の
公
文
書
公

開
制
度
を
見
直
し
、
公
開
の
対
象
と
な
る
公
文
書
の
範

囲
の
拡
大
、
非
公
開
情
報
の
見
直
し
、
そ
の
他
所
要
の

規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
。

低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の

課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
廃
止

低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
対
す
る
工
業
開
発
を

促
進
す
る
た
め
の
国
の
特
別
措
置
の
期
間
が
満
了
と
な

る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
本
市
が
工
業
開
発
を
促
進
す
る

た
め
に
実
施
し
て
き
た
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
の
制

度
を
廃
止
す
る
も
の
。

平
成
十
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

号
）

増
額

二
億
七

二

万
二
千
円

総
額

三
七
五
億
四
二

一
万
八
千
円

知
的
障
害
者
通
所
授
産
施
設

あ
お
ぞ
ら
工
房

の

新
設
に
対
す
る
施
設
整
備
費
補
助
金
の
増
、
緊
急
地
域

雇
用
創
出
特
別
交
付
金
事
業
の
追
加
実
施
に
要
す
る
経

費
、
下
見
地
区
の
農
業
用
排
水
路
整
備
事
業
費
の
増
、

西
条
駅
前
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
国
庫
補
助
金
の

増
額
内
示
に
伴
う
事
業
費
の
増
、
不
審
者
か
ら
の
小
学

校
児
童
の
安
全
確
保
対
策
と
し
て
防
犯
ブ
ザ
ー
購
入
費

補
助
金
の
新
設
、
七
月
中
旬
に
発
生
し
た
梅
雨
前
線
豪

雨
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
費
に

よ
る
も
の
。

乳
幼
児
医
療
費
支
給
条
例
の
一
部
改
正

乳
幼
児
の
入
院
に
係
る
医
療
費
の
負
担
軽
減
を
図
る

た
め
、
乳
幼
児
医
療
費
の
支
給
対
象
と
な
る
乳
幼
児
の

範
囲
を
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら

歳
か
ら
六
歳

ま
で
の
就
学
前
の
乳
幼
児

に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
。

平
成
十
五
年
度
老
人
保
健
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
二
号
）

増
額

七
三
万
五
千
円

総
額

九
六
億
七
九
八
七
万
七
千
円

現
在
開
発
中
の
高
額
医
療
費
算
定
の
電
算
シ
ス
テ
ム

に
、
高
額
医
療
費
の
対
象
者
に
対
し
て
申
請
の
案
内
通

知
を
す
る
機
能
を
付
加
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
費

を
増
額
す
る
も
の
。

町
及
び
字
の
区
域
の
廃
止
並
び
に
町
の
区
域
の
設
定

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す

る
街
区
方
式
に
よ
る
住
居
表
示
を
実
施
す
る
た
め
、
平

成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
西
条
町
大
字
吉
行
の
一
部
及

び
高
屋
町
大
字
桧
山
の
一
部
の
町
及
び
字
の
区
域
を
廃

止
し
、
西
条
吉
行
東
一
丁
目
及
び
西
条
吉
行
東
二
丁
目

の
町
の
区
域
を
新
た
に
設
定
す
る
も
の
。

字
の
区
域
の
変
更

市
土
地
改
良
区
が
農
村
総
合
整
備
事
業
（
志
和
町
奥

屋
上
条
地
区
）
に
よ
り
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十

五
年
度
ま
で
に
お
い
て
区
画
整
理
工
事
を
施
行
し
た
区

域
の
ほ
場
区
画
の
形
状
の
変
更
に
伴
い
、
字
の
区
域
を

変
更
す
る
も
の
。

第 号 （ ）

陳
情
陳
情

受
理
状
況

受
理
状
況

皆
さ
ん
か
ら
出
さ
れ
た

陳

情

皆
さ
ん
か
ら
出
さ
れ
た

陳

情

こ
ん
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た

こ
ん
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た

第 回定例会
可決した案件

議案 件

諮問 件

同意案 件

議員提出議案 件

総
務
委
員
会
付
託
案
件

国
民
平
和
大
行
進

原
水
爆
禁
止
世
界
大
会

へ

の
強
力
を
求
め
る
要
請
書

核
兵
器
廃
絶
・
恒
久
平
和
実
現
の
た
め
の
要
請
書

東
広
島
市
の
観
光
名
所
に
関
す
る
要
望
書

路
上
生
活
者
の
支
援
に
関
す
る
要
望
書

文
教
厚
生
委
員
会
付
託
案
件

市
民
経
済
委
員
会
付
託
案
件

建
設
委
員
会
付
託
案
件

平
成
十
五
年
度
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）

増
額

二
億
六
九
八

万
円

総
額

五
四
億
八
九
五
四
万
六
千
円

吉
川
工
業
団
地
に
立
地
し
た
広
島
エ
ル
ピ
ー
ダ
メ
モ

リ
株
式
会
社
の
増
産
計
画
に
よ
る
公
共
下
水
道
へ
の
排

水
量
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、
浄
化
セ
ン
タ
ー
水
処
理

施
設
及
び
吉
川
地
区
管
渠
施
設
の
増
設
に
係
る
設
計
費

の
追
加
等
に
よ
る
も
の
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

水
道
局
か
ら
の
受
託
工
事
に
係
る
歳
入
予
算
額
二
五

万
円
は
、
水
道
事
業
会
計
の
歳
出
補
正
予
算
額
と

一
致
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
事
業
別
を
基
本
と

す
る
予
算
の
中
で
、
前
倒
し
を
し
て
予
算
執
行
を
す
べ

き
で
は
な
い
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

下
水
道
と
上
水
道
の
工
事
を
合
わ
せ
て
実
施
す
る
方

法
は
有
効
な
方
法
で
あ
り
、
市
民
の
た
め
に
も
事
業
を

進
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
水
道
事
業
会
計

の
補
正
予
算
額
と
の
百
万
円
の
差
異
は
、
法
律
上
違
反

し
な
い
。
た
だ
し
、
市
民
に
は
理
解
さ
れ
に
く
い
た
め
、

今
後
は
内
部
で
十
分
連
携
調
整
さ
れ
る
よ
う
意
見
を
付

す
。

平
成
十
五
年
度
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

資
本
的
支
出

増
額

二
六

万
円

総
額

一
二
億
六
七
三
六
万
七
千
円

上
水
道
管
布
設
工
事
の
一
部
を
公
共
下
水
道
事
業
特

別
会
計
へ
委
託
し
、
下
水
道
管
布
設
工
事
と
同
時
施
工

す
る
こ
と
よ
る
も
の
。

即
決
さ
れ
た
案
件

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め

る
こ
と

東
広
島
市
八
本
松
飯
田
八
丁
目
八
番
五
号

村
上

昭
登

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
の
同
意

東
広
島
市
西
条
中
央
六
丁
目
二
番
二
九
号

伊
藤

秀
三

東
広
島
市
八
本
松
町
大
字
原
一

一
二
七
番
地
の
四
八

大
江

弘
康

可
決
可
決

議
員
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

議
員
派
遣

地
方
自
治
法
第
百
条
第
十
二
項
及
び
会
議
規
則
第
百

五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
会
報
委
員
会
行
政
視

察
、
全
国
都
市
問
題
会
議
、
東
南
ア
ジ
ア
都
市
行
政
視

察
に
議
員
を
派
遣
す
る
も
の
。

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
堅
持
に
関
す
る
意
見
書
の

提
出
（
要
旨
）

地
方
自
治
体
の
財
政
力
に
よ
り
教
育
条
件
に
格
差
が

生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
現
行
の
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
制
度
を
堅
持
す
る
よ
う
求
め
る
意
見
書
を
地
方
自

治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
に
対
し
提
出
す

る
も
の
。

地
方
の
道
路
整
備
の
促
進
に
関
す
る
意
見
書
の
提
出

（
要
旨
）

建
設
委
員
会
付
託
案
件


